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第１１ ガス漏れ火災警報設備

平成２４年２月１日施行

平成２６年４月１日改正

ガス漏れ火災警報設備は、令第２１条の２並びに規則第２４条の２の２及び第２４条の

２の３の規定によるほか、次によること。

１ 受信機

(1) 受信機は床又は壁に堅固に固定すること。

(2) 受信機は防災センター等に設置し、その設置位置は第１１－１図に示すように、操

作、点検等に必要な保有距離を確保すること。

                 第１１－１図

(3) 定格電圧が６０Ｖを超えるものは、金属製外箱に接地工事を施すこと。

(4) 電源は専用回路とすること。ただし、他の消防用設備等の電源を自動火災報知設備

の電源と共用する場合で、これにより自動火災報知設備に障害を及ぼすおそれのない

ときは共用することができる。

２ 検知器

(1) 設置場所等

検知器は、次に掲げる場所に設置すること。ただし、１の防火対象物にガス燃焼機

器（ガスコンロ、湯沸器等。以下「燃焼器」という。）及び温泉の採取のための設備

（温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管。以下「温泉採取

設備」という。）が存する場合には、設置する検知器の構造及び性能が異なるため、
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それぞれの場所にガス漏れ火災警報設備を設けること。

  ア 燃焼器が使用されている室内（現在使用されている燃焼器はないが、直ちに使用

できる未使用ガス栓のある場所も含む。）

イ ガスを供給する導管が外壁を貫通する場所（以下「貫通部」という。）の屋内側

の付近

ウ 温泉採取設備の存する部分。ただし、次に掲げるものを除く。

(ｱ) メタンガスの濃度が環境大臣の定める濃度であるものとして、温泉法第１４条

の５第１項の都道府県知事の確認を受けた温泉採取設備の存する場所

(ｲ) 温泉採取設備が存する建築物又は工作物で収容人員が１人未満のもの（日常点

検で入室する場合を除く。）

(ｳ) 温泉採取設備の設けられた室が、２面以上開放されている場合

エ 可燃性ガスが自然発生するおそれがある（天然ガスやメタン発酵により発生した

可燃性ガスが継続して発生するおそれのある防火対象物の部分で、爆発限界に達す

るおそれのある場合）として消防長が指定した場所（８⑴イ参照）

(2) 燃焼器又は貫通部のガス漏れ火災警報設備の設置は、規則第２４条の２の３第１項

第１号により、点検に便利な壁面、天井面等にガスの性状に応じて次のとおり設置す

ること。

  ア 空気に対する比重が１未満の場合は、規則第２４条の２の３第１項第１号イの規

定により、次のとおりとする。

   (ｱ) 燃焼器又は貫通部から水平距離８ｍ以内のガス漏れを最も有効に検知すること

ができ、かつ、廃ガスの影響の少ない位置に設置すること。（第１１－２図）

      

検

ガスコンロ

8m以内

                第１１－２図

８ｍ以内
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(ｲ) 天井面等が０．６ｍ以上のはり等により区画されている場合は、燃焼器又は貫

通部側に設置すること。（第１１－３図）
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               第１１－３図

   (ｳ) ８ｍを超える部分の天井面付近等に吸気口がある場合、又は０．６ｍ以突出し

たはり等により区画されていない吸気口がある場合は、前（ア）の規定によるも

のに加え、燃焼器又は貫通部から最も近い吸気口付近にも設けること。（第１１

－４図）

なお、燃焼器又は貫通部から８ｍ以内に吸気口がある場合には、当該吸気口の

付近に設置すれば、（ア）の規定によるものは設置する必要はない。（第１１－

５図）

  

    第１１－４図                第１１－５図
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(ｴ) 検知器の下端は、天井面等の下方０．３ｍ以内に設けること。（第１１－６図）
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（天井）

   (ｵ) 天井面等より０．６ｍ以上下がった位置の壁面にある吸気口付近には、空気の

流れによるガスの検知が有効にできないため、検知器の設置は要しない。（第１

１－７図）

           

（壁）

（天井）

0.6m以上

吸気口

              第１１－７図

  イ 空気に対する比重が１を超える場合は、規則第２４条の２の３第１項第１号ロの

規定により、第１１－８図のとおり設置すること。

   

検

4m以内

（床）

（天井）

ガスコンロ

0.3m以内

第１１－８図

第１１－６図
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  ウ 検知器から燃焼器までの距離の測定方法

   (ｱ) 単一バーナーの燃焼器の場合は、バーナー部分の中心からの水平距離

   (ｲ) 複数バーナーを有する燃焼器の場合は、各バーナー部分の中心からの水平距離

（第１１－９図）

  

ℓ ： バーナー部分の中心からの水平距離を示す。

ℓ ≦８ｍの場合、検知器を斜線部分の範囲内に設

ければ、１個で足りる。

      第１１－９図

   (ｳ) 貫通部の場合は、外壁をガス導管が貫通する部分の水平距離とする。（第１１

－１０図）

            

ガ
ス
本
管

バルブバルブ

室内側

                 対象物外壁

                第１１－１０図

   (ｴ) 未使用ガス栓の場合は、ガス栓の中心からの水平距離とする。（第１１－１１

図）

               

ガ
ス
配
管

ガス栓

室内側壁

                第１１－１１図
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エ 吸気口付近に検知器を設ける場合、規則第２４条の２の３第１項第１号ただし書

きに準じ、吸気口と検知器の距離は１．５ｍ以内とし、燃焼器から漏れたガスを有

効に検知できる方向（流動方向に沿う方向）に検知器を設けること。

(3) 温泉採取設備のガス漏れ火災警報設備の設置は、規則第２４条の２の３第１項第１

号イ（ロ）の規定によること。

－参考例－

３ ガスの濃度を指示するための装置

温泉を採取するための設備でガスの濃度を指示するための装置を設ける場合、検知対

象ガスの空気に対する比重が１未満の場合は規則第２４条の２の３第１項第１号イ（ロ）、

検知対象ガスの空気に対する比重が１を超える場合は規則第２４条の２の３第１項第１

号ロ（ロ）の規定によること。

４ 中継器

中継器は、規則第２４条の２の３第１項第２号の規定によるほか、振動の激しい場所、

腐食性ガスの発生する場所以外の場所に設けること。また、電源表示灯等を有する場合

は、外部から容易に視認できるように設けること。

５ 警報装置

(1) 音声警報装置

   音声警報装置は、規則第２４条の２の３第１項第４号イ及びロの規定によるもの、

非常警報設備の基準（昭和４８年消防庁告示第６号。以下「告示６号」という。）に

準ずるもののほか、次の場所には設けないこと。

ア 音響効果を妨げる障害物等のある場所
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イ 通行、荷物搬送等により損傷を受けるおそれのある場所

ウ 雨水、腐食性ガス等の影響を受けるおそれのある場所（適当な防護措置を講じた

場合は、この限りでない。）

(2) ガス漏れ表示灯

ガス漏れ表示灯は、規則第２４条の２の３第１項第４号ロの規定によるほか、検知

器設置室の出入口が２箇所以上ある場合は、主出入口に設置することとする。なお、

主出入口の区分が認められない場合は、各出入口に設置すること。

(3) 検知区域警報装置

  検知区域警報装置は、規則第２４条の２の３第１項第４号ハの規定によること。

６ 配線

  配線は、規則第２４条の２の３第１項第５号の規定によるほか、「第１０自動火災報

知設備３」の例によること。

７ 非常電源

  非常電源は、規則第２４条の２の３第１項第７号の規定によるほか、次のとおりとする。

予備電源の容量が、二回線を１０分間有効に作動させ、同時にその他の回線を監視状

態にすることができる容量以上であるときは、非常電源に替えることができる。

〈非常電源としての蓄電池設備の容量計算例〉

  検知器の無警報時の消費電力  ３Ｗ

  検知器の警報時の消費電力  ５Ｗ

  検知器設置階及び設置数

   地下１階  １０個  ○１回線当り最大設置個数７個

   地下２階  １５個  ○最大設置個数の次に多い設置個数６個

   地下３階  ５個

      計  ３０個

   最大設置個数の回線と次に多い回線を警報状態とする。

    Ｐ1＝５Ｗ×１３個＝６５Ｗ

   他の回線を監視状態とする。

    Ｐ2＝３Ｗ×１７個＝５１Ｗ

    Ｐ1＋Ｐ2＝６５Ｗ＋５１Ｗ＝１１６Ｗ≒１１６ＶＡ

   非常電源としての蓄電池設備の容量は、１１６ＶＡが必要となる。



第11 ガス漏れ火災警報設備

11－8

８ 警戒区域（燃焼器又は貫通部に設置するものに限る。）

(1) 警戒区域の設定については、次によること。（第１１－１２図～第１１－２０図参

照）

  ア 警戒区域一辺の長さは、５０ｍ以下とすること。

  イ 原則として、通路又は地下道に面する室、店舗等を一の警戒区域に含まれるよう

設定すること。

  ウ 燃焼器の設置されていない室、店舗等（通路又は地下道を含む。）の面積は、警

戒区域に含めること。  

(2) 貫通部に設ける検知器に係る警戒区域は、他の検知器に係る警戒区域と別とするこ

と。

(3) 一の防火対象物において貫通部が複数箇所存在する場合は、各貫通部ごとに一の警

戒区域を設けること。

  〈警戒区域の具体例〉                 

凡例  

燃焼機器                

警戒区域番号               

警戒区域境界線

ガス漏れ表示灯

第１１－１２図（床面積６００㎡以下の場合）

    

10m以下

50m 10m

２１

       第１１－１３図（床面積６００㎡以上の場合）

12m以下

50m

１
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30m

40m

２１

（注）1,000㎡と200㎡
に分割する。

  

第１１－１４図（床面積１，２００㎡の場合）

        

30m

（注）通路の中央から
ガス漏れ表示灯が容
易に確認できない場
合は、600㎡と300㎡
に分割する。

30m

２

１

       第１１－１５図（床面積９００㎡の場合）

       
70m

50m

２１ 10m

     第１１－１６図（床面積が１，２００㎡で区画されていない室）

20m

60m

一辺の最大長を５０ｍと

し、１，０００㎡と２００㎡

に分割する。
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40m

（注）1,000㎡と600㎡に
分割する。なお、警戒
区域一覧図が容易に識
別できるよう境界線は
直線状にもうける。

２１

1,000㎡ 600㎡

40m

   第１１－１７図（床面積が１，６００㎡で区画されていない室）

  

    

20m２１

50m 50m50m

              第１１－１８図

         

２

１
通路又は地下道

通路又は地下道

               第１１－１９図
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２

１

50m以下

30m以下

1,000㎡

20m以下

600㎡

             第１１－２０図


